
 

 
 

 

 

鹿児島県外で受けた定期接種の費用を助成いたします。 

申請は接種から 1 年以内となっています。1 年以内であれば、別

の日の受けた予防接種をまとめて申請することもできます。 

 

対象 

・奄美市に住所を有する方 

・定期予防接種の対象となる年齢の方 

 

助成金額 

・奄美市内で接種を行う場合の費用と実際に予防接種にかかった 

費用のどちらか低い額 

 

申請時に必要なもの 

・奄美市予防接種費用助成申請書 

・予防接種費用助成申請金額内訳表  各総合支所窓口にあります。 

・請求書 

・医療機関からの領収書のコピー 

（同時接種の場合は、予防接種それぞれ単価が必要です。） 

・母子健康手帳または予防接種済証のコピー 

・振込先通帳のコピー（振込できない場合がありますので出来るだけお願いします。） 

・予診票（原本または写し） 

・印鑑 

 

詳しくは各支所担当課までお問い合わせください 
 

 

名瀬（健康増進課）℡0997-52-1111 

住用（市民福祉課）℡0997-69-2111 

笠利（いきいき健康課）℡0997-63-2299 

定期予防接種費用の助成制度について 


